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  一般的な土地売買との違い 

 

 土地区画整理事業内の土地は、下記のとおり一部取り扱いが異なる部分がありま 

すので、ご確認ください。 

 また、土地は現状でのお引渡しとなりますので、お申し込みの前に必ず現地確認を

お願いします。ライフライン（水道・下水道・電気通信）は、施行者が指定した位置

からの引き込みになりますので、事前に引き込み位置等ご確認ください。 

 

（１） 換地処分について 

 土地区画整理事業は、道路整備に伴い区域内の土地（従前地）を新たな場所へ宅地

として換地する事業です。令和10年度頃に確定測量を行い、換地処分となりますが、

それまでの間は仮換地として取り扱われます。 

また、仮換地の登記ができないことから、手続き上は従前地の売買となります。 

 

（２）建築行為等の制限 

換地処分の公告がある日（令和１０年度予定）までに建築物その他の工作物の新築

を行う場合は、市長の許可が必要となります。（土地区画整理法第７６条申請） 

 

（３）権利の譲渡 

 契約締結の日から換地処分までの間は第三者への譲渡はできません。ただし、あら

かじめ文書により売り主の承認を得た場合は、この限りではありません。 

 

（４）売買面積 

 売買面積は仮換地面積で契約を行いますが、換地処分により確定した面積と異なる

場合があります。その際は、換地処分により確定した面積を売買面積とします。 

 仮換地面積と換地処分により確定した面積に増減が生じたときは、その増減した地

積に応じ、売買単価により算出した金額をもって精算を行います。 
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（５）土地区画整理法に規定される清算金について 

 土地区画整理法に規定される仮清算金及び清算金に関わる一切の権利義務につい

ては、大田市に帰属します。 

  

売買契約の締結 

  

 土地売却決定通知書の交付を受けた者（以下「買受人」という。）は、当該通知書

の交付を受けた日から１０日以内に、売買契約を締結することになります。 

 

（１）契約の際に必要なもの 

 ①土地売却決定通知書 

②契約保証金 

 ③売買契約に必要となる収入印紙 

 ④実印（法人の場合は法務局に登録した代表者印） 

 

（２）契約保証金 

 買受人は、契約の締結に際して、契約保証金として売買代金の１００分の１０以上

に相当する額（当該額に１０，０００円未満の端数がある場合は、これを切り上げた

額）を納付していただきます。なお、契約保証金は売買代金の一部に充当します。 

 

（３）売買代金の納付 

 買受人は、契約を締結してから６０日以内に売買代金の全額を、納付していただき

ます。 

 

（４）所有権の移転及び所有権移転登記 

 所有権の移転は売買代金の納付が完了した時に移転します。土地の所有権が移転し

た後、売主に対し所有権の移転登記を請求していただき、その請求により売主が移転

登記を嘱託します。ただし、所有権移転登記の登録免許税は買主負担となります。 
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（５）契約の解除 

 ①買受人が、下記のいずれかに該当する場合には、契約を解除することがあります。 

・契約条項に違反したとき。 

・契約を履行する見込みがないとき。 

・契約の解除を申し出たとき。 

 ②市は、契約の解除を決定したときは、直ちに土地売買契約解除通知書により通知

します。 

 ③買受人は、直ちに土地を原状に回復して返還していただきます。 

 ④市は、土地の返還を受けたときは、既に納付された売買代金から売買代金に充当

された契約保証金を控除して還付することとします。 

  なお、還付金には利子を付しません。 

 

  土地の引渡し 

 

 市は、売買代金の納付があったときは、遅滞なく当該土地を買受人に引渡しします。 

 

（１）引渡し後の費用負担 

土地引渡し以降に発生する形状変更、上下水道・電気等の引込みに要する費用等は

買受人の負担となります。 

 土地取得に伴い、不動産取得税（県税）の申告が必要です。使用収益開始の日が不

動産取得日となり、その日から６０日以内に申告書を提出することとなっています。  

詳しくは、島根県西部県民センター不動産・自動車課税課にお問い合わせください。 

 また、固定資産税（市税）は、毎年１月１日現在の所有者に課税されます。詳しく

は、大田市役所税務課にお問い合わせください。 

 

（２）地番の確定と登記 

 換地処分公告の翌日に効力が発生します。事業地内全ての土地に新しい地番が付さ

れます。 

 効力発生後、登記所において事業地内全ての土地・建物の登記事項書換え作業が行

われます。（権利部所有者住所を除く） 
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（３）住民異動届の手続きについて 

 新しい地番が付されるまでの間は現在の底地番で住民異動届の手続きをしていた

だきます。効力発生後に新しい地番が付されましたら再度住民異動届の手続きが必要

となります。 

 


